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国は、住民の利便性の向上及び自治体の行政運営の効率化に寄与するよう、住民記録や税など自治体の主要

な20業務を処理するシステムについて、令和７年度末までにガバメントクラウド（国が整備するクラウド環

境）を活用した標準準拠システムへ移行することを自治体へ求めており、長崎市では主要な17システム（20

業務）のうち14システムについて、令和７年度末までに標準準拠システムに移行することとしている。

様々な事情により令和７年度末までに標準準拠システムへ移行することが困難であるシステム等については、

経過措置対象としてデジタル庁へ申請、承認されることにより、引き続き国の支援対象（補助金等）となって

いる。（地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６年（2024年）12月24日閣議決定））

１ 標準準拠システムの移行に係る経過措置等について

(1) 概要

経過措置
の区分

特定移行支援システム
（旧移行困難システム）

一部機能の経過措置

目 的
移行の難易度が極めて高い又は事業者のリソー
ス不足等により期限内の移行が困難なシステム
に対し、期限を延長し国が支援するもの

円滑かつ安全な移行を推進するため、機能
実装の猶予を設けるもの

対 象
システム全体の移行が、期限内に完了できない
システム

システム自体の移行は期限内に完了するも
のの、一部の機能の実装が期限後になるシ
ステム

期 限 令和12年度（2030年度）末 まで 令和10年度（2028年度）末 まで
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システム名 システムベンダ 標準化対象業務 国の承認
標準化システム
稼働予定年月

所管所属

就学援助システム 未定 就学 令和６年３月 令和９年３月 教育委員会総務課

介護保険システム 富士通JAPAN(株) 介護保険 令和６年９月 令和９年３月 介護保険課

後期高齢者医療シ
ステム

富士通JAPAN(株) 後期高齢者医療 令和６年９月 令和９年３月 後期高齢者医療室

(2) 経過措置対象のシステム

ア 特定移行支援システム

システム名 システムベンダ 標準化対象業務 国の承認
標準化システム
稼働予定年月

所管所属

福祉系システム 日本電気(株)
障害者福祉、健康管理、
子ども子育て支援

令和６年３月
※

令和８年１月 情報統計課

児童福祉システム 日本電気(株)
児童手当、児童扶養手
当

令和６年３月
※

令和８年１月 こども政策課

戸籍システム
富士フイルムシステム
サービス(株)

戸籍、戸籍附票 令和７年６月 令和８年１月 中央地域センター

生活保護システム (株)九州日立システムズ 生活保護 令和７年６月 令和８年１月 生活福祉１課

イ 一部機能の経過措置

※ 移行困難システムの承認年月
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（令和7年10月末時点）

(3) 移行スケジュール

※

※

※

※

※ 経過措置対象システム
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① ②

（令和7年10月末時点）

(4) 参考_標準準拠システムへの移行に係る経費

①補助金負担上限額
2,620,047千円

(R7年度執行分までの上限額)

②不足額（市の負担額）
324,626千円
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国への要望内容 国の対応状況

・デジタル基盤改革支援補助金の補助上限
額（仮）を見直し、標準化移行費用の全額
について財政措置を講じること

令和７年７月１日、当該補助金の財源であ
る「デジタル基盤改革支援基金」に新たな
上限額が設定されたものの、本市における
移行経費の総額に対し約３．３億円が不足
する見込みである。

・令和８年度以降に実施する特定移行支援
システムに該当するとされたものに係る移
行経費については補助対象とすること

令和７年５月１６日付け内閣府通知にて、
「デジタル基盤改革支援基金」の設置年限
について、令和１３年３月３１日まで延長
する旨が示された。

・システム連携が不可欠な標準化対象外業
務に係る費用についても財政措置を講じる
こと

未対応

・標準化移行後の運用経費が増とならない
よう財政措置を講じること

令和７年１月に標準準拠システムの利用に
伴うガバメントクラウドの利用料及び関連
する費用について、令和７年度から普通交
付税で措置を講ずること、また、移行に伴
うシステム運用経費の増額分について、地
方交付税措置を講ずることとしている旨が
示された。

(5) 参考_長崎市から国への要望事項の概要と国の対応状況
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（標準化法）(令和３年法律第40号)＜一部抜粋＞

第一章 総則

（定義）

第２条 この法律において「地方公共団体情報システム」とは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムに

よる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の

利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務（以下「標準化対象事務」という。）

の処理に係るものをいう。

２ 略

３ この法律において「地方公共団体情報システムの標準化」とは、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化及び

地方公共団体情報システムに係る互換性の確保のため、地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての統一的な基準

に適合した地方公共団体情報システムを地方公共団体が利用することをいう。

（国及び地方公共団体の責務）

第４条 国は、前条の基本理念にのっとり、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関する施策を総合的に講ずる責務を有す

る。

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、地方公共団体情報システムの標準化を実施する責務を

有する。

（標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用）

第８条 地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならない。

２ 略

(6) 参考_関係法令等
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地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和6年12月閣議決定）＜一部抜粋＞

第２ 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義及び目標に関する事項（標準化法第５条第２項第１号）

2.2 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の目標

(5) 標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行

○ 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組については、基幹業務システムを利用する地方公共団体が、令和７年度（2025

年度）までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備することを目標とする。

中略

○ 現行システムがメインフレームにより構成され、システムの全容把握からデータ移行をはじめとした標準準拠システムへの移行完了まで

に他システムと比較し、相対的に時間を要する場合、現行システムを構築・運用する事業者が標準準拠システムの開発から撤退し、他の事

業者を公募するなどしたものの代替事業者が見つからない場合及び事業者のリソースひっ迫などの事情により、令和８年度（2026年度）

以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステム（以下「特定移行支援システム」という。）については、デジタル庁、総務省及

び制度所管省庁は、地方公共団体から把握した当該システムの状況及び移行スケジュールも踏まえて、標準化基準を定める主務省令におい

て、所要の移行完了の期限を設定することとし、概ね５年以内に標準準拠システムへ移行できるよう積極的に支援する。

中略

○ また、標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等については、標準準拠システムへの移行完了後に、平成30年度（2018年度）

比で少なくとも３割の削減を目指すこととし、国は、デジタル３原則に基づくＢＰＲ・最適化を含めた業務全体の運用費用の適正化のため、

継続的・横断的な分析や次の取組を行うことにより、当該目標の実現に向けた環境を整備する。

後略

第６ その他地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の推進に関し必要な事項（標準化法第５条第２項第５号）

6.2 地方公共団体への財政支援（標準化法第11 条）

6.2.1 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に係る財政支援に関する基本的な考え方

○ 標準準拠システムへの移行に要する経費に対しては、国が必要な財政支援を行うこととする。この財政支援に当たっては、デジタル基盤

改革支援補助金（6.2.2）を活用する。

○ 各地方公共団体における標準準拠システムへの移行の進捗状況を踏まえ、総務省は、令和７年度（2025 年度）末までとされているデジ

タル基盤改革支援基金の設置年限について、５年延長を目途に検討する。

(6) 参考_関係法令等
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地方公共団体情報システム機構法 (平成25年法律第29号)＜一部抜粋＞

（デジタル基盤改革支援基金）

第9条の2 機構は、令和13年3月31日までの間に限り、次の各号のいずれにも該当する業務及びこれに附帯する業務に要する費

用に充てるためにデジタル基盤改革支援基金（以下この条及び次条において「基金」という。）を設け、次項の規定により交付を

受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

１ 第22条第8号に掲げる業務のうち次のいずれかに該当するもの

イ 略

ロ 地方公共団体に対する申請、届出その他の行為を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするため

必要な国及び地方公共団体の情報システムの連携に関する支援

ハ 略

(6) 参考_関係法令等
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和７年度末までに戸籍システム（戸籍事務及び
戸籍附票事務）を新システムに移行するため、令和７年度は昨年度実施した不整合データを特定し整備するため
の作業（データクレンジング）に引き続き、データ移行及び運用テスト等を行うもの。

１ 事業概要

予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

28～29
２

総務費
３

戸籍住民
基本台帳費

１
戸籍住民
基本台帳費

戸籍システム整備費
千円

３，４３２

（１） 理由
標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行を推進するために、一部の機能については、移行後に実装するこ

とを可能とする経過措置（※）が設けられている。

戸籍附票事務における標準準拠システムへの移行について、一部機能の実装が困難であるとしてシステム提

供事業者から国に対し経過措置に係る申請手続きがなされ、当該経過措置の対象システムとなった。

円滑かつ安全な移行を最優先し、一部機能を標準化移行後に実装することとして作業期間が延長されること

から、事業が年度内に完了しない見込みであるため、令和７年度予算の一部を令和８年度に繰り越すもの。

２ 繰越事由
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※経過措置対象機能は、他の機能で代替する等により市民生活や戸籍附票事務に支障は生じない。

３ スケジュール

（２） 令和７年度の事業費 内訳 単位：千円

項目 事業費

戸籍システム（内訳）

戸籍情報システム
（戸籍事務）

戸籍附票システム
（戸籍附票事務）

予算現額① １１，３７４ ５，６８７ ５，６８７

令和７年度支出予定額② ７，９４２ ５，６８７ ２，２５５

繰越明許額（①－②） ３，４３２ ０ ３，４３２

戸籍附票システム
スケジュール

令和7年度 令和8年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

変
更
前

現行システム稼働

新システム稼働

変
更
後

現行システム稼働

新システム移行期間

新システム稼働

一部機能（経過措置対象機能※）の実装等

データ抽出・データ移行

変更契約

R8.1 運用開始

R8.1 標準仕様に対応した
システムの運用開始

R9.3 標準化基準に
適合したシステムの
運用開始
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・戸籍システム整備費

※デジタル基盤改革支援補助金（補助率10/10）

金 額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

予算現額
千円

１１，３７４
千円 千円 千円 千円

１１，３７４
千円

支出予定額 ７，９４２ ７，９４２

繰越明許額 ３，４３２ ３，４３２

４ 財源内訳
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